
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

(人)

参議院議員通常選挙

令和７年７月20日（日）
午前７時～午後８時

● 期日前投票に行かれる際には、昨年の兵庫県知事選挙の期日前投票における混雑状況も
参考にしてください。

【期 間】 ７月４日（金）～７月１９日（土）

神 戸 市 ・ 区 選 挙 管 理 委 員 会

その一票に あなたの思いを

期間中は、土曜日、日曜日も受付

【時 間】 午前8時30分～午後8時

【場 所】 選挙人名簿に登録されている区の区役所、支所・出張所等

※区役所、支所以外の期日前投票所は、期間・時間が異なります。詳細は裏面をご確認ください。

● 投票日に仕事やレジャー、買い物などを予定している人は、期日前投票を利用しましょう。

18歳未満のお子様も一緒に投票所内に入ることができます。
国の調査では、子どもの頃に親の投票について行ったことが

ある人のほうが、ついて行ったことがない人に比べて、投票を
した割合が20ポイント以上高くなっています。
（注）お子様は投票用紙の記入や投票箱への投函はできません。

神戸市・区明るい選挙推進協議会

～お子様も一緒に投票所へ！～ 神戸タータンめいすいくん

期日前投票者数（令和６年11月17日執行兵庫県知事選挙）

期日前投票の最終日（投票日の前日）は混んでいます。

投票日当日は午前中の早めの時間帯(7時～9時)が比較的空いています。



選 挙 公 報 に つ い て

● 「選挙公報」は、候補者のプロフィールや政見等を皆様にお知らせする大切な文書です。公示日以降に立
候補者から提出された原稿を基に発行されます。

「選挙公報」がお手元に届いたら、選挙公報に記載の二次元コードから

「選挙公報到達アンケート」にご協力ください！

「選挙公報」は、候補者のプロフィールや政見等を皆様にお知らせする大切な文書です。
選挙公報を確実に有権者の皆様にお届けするために、ご協力をお願いいたします。

● 投票日の２日前までに、ポスティング又は郵送で、区選挙管理委員会から各世帯へ配布します。
（配布方法は地域により異なります。）

● 兵庫県選挙管理委員会のホームページでも、７月３日（木）以降順次掲載の予定です。神戸市選挙管理
委員会のホームページからもご覧いただける予定ですので、お急ぎの方はホームページをご覧ください。
※ホームページに掲載された選挙公報（PDF版）を、印刷して不特定または多数の人に頒布することはできませんのでご注意ください。

区 場   所 期   間 時   間 

【区役所・支所】 

 東灘・灘・中央・兵庫・北・北神・長田・須磨・垂水・西の各区役所 

 北須磨支所・玉津支所 

７月４日（金）～７月 19日（土） 午前８時 30分～午後８時 

【区役所・支所以外の期日前投票所】 

 東灘区 神戸ファッション美術館 ７月 17日（木）～７月 19日（土）  午後１時～午後５時 

 灘 区 東部在宅障害者福祉センター ７月 17日（木）～７月 19日（土） 午前 11時～午後５時 

 中央区 こうべまちづくり会館 ７月 12日（土）～７月 19日（土） 午前 11時～午後６時 

 兵庫区 イオンモール神戸南 ７月 15日（火）～７月 19日（土） 午前 11時～午後６時 

 北 区 出張所（山田、有馬、道場、八多、大沢、長尾、淡河） ７月４日（金）～７月 19日（土）  午前９時～午後５時 

 長田区 長田区文化センター ７月 17日（木）～７月 19日（土）    正午～午後６時  

 垂水区 神戸市外国語大学内三木記念会館 ７月 12日（土）～７月 19日（土）    正午～午後８時 

 
西 区 

出張所（伊川谷、押部谷、神出、岩岡、櫨谷、平野） ７月４日（金）～７月 19日（土） 午前９時～午後５時 

 神戸市外国語大学内三木記念会館 ７月 12日（土）～７月 19日（土）    正午～午後８時 

 ● 「投票のご案内」（裏面）の宣誓書に、あらかじめ日付、氏名（ふりがな）、生年月日を記載して期日前
投票所に行くと、スムーズに受付ができます。

期 日 前 投 票 に つ い て

投 票 の ご 案 内 に つ い て

● 世帯ごとに封書で郵送しますので、ご自身の個票を確認してください。

● ご自身の「投票のご案内」を期日前投票所または当日投票所に持参してください。

● 「投票のご案内」がなくても投票はできますので、投票所でお申し出ください。 所定の用紙に氏名や
住所等を記入していただきます。

● 当日投票については「投票のご案内」表面の右上に「生年月日」記入欄を設けています。事前にご記入
いただけるとスムーズに投票できます。

投 票 所 へ の 同 伴 に つ い て

● 付き添いや介助の方、１８歳未満のお子様も一緒に投票所内へ入ることができます。
ただし、同伴者は投票用紙の記入や投票箱への投函は行うことができません。なお、文字を記入する

ことが困難な場合は、投票所の係員にお申し出ください。係員が代筆する代理投票により投票していた
だけます。

● 投票所に行く際に介助が必要な場合、要介護認定を受けておられる方はケアマネージャーに、障害福祉
サービス等をご利用の方はヘルパー・相談員に、事前にご相談ください。


